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業務委託契約書（案）

発注者 秋田県北秋田地域振興局長 大山 泰 と受注者 ○○○○ とは、自家用

電気工作物保安管理業務について、次のとおり委託契約を締結する。

（委託業務）

第１条 発注者は、電気事業法第４２条第１項に定められた事業用電気工作物の維持義

務に基づき、次に掲げる事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保

するため、第５条に定める業務を受注者に委託し、受注者は受注者の保安業務受託規

程に基づき、これを誠実に実施する。

事業場名 萩形ダム管理事務所

業務場所 北秋田郡上小阿仁村南沢地内

需要設備 容量 150KVA、電圧 6,600V
非常用予備発電装置 容量 130KVA、電圧 200V、原動機種類 ディーゼル

使用する期間 通年

（委託期間）

第２条 委託期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。

２ 発注者は前項の規定にかかわらず、契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入

歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、こ

の契約を変更又は解除することができる。この場合において、受注者は解除により生

じた損害の賠償を請求することができない。

（委託料）

第３条 委託料は、○○○○円（うち消費税額及び地方消費税額○○○○円）とする。

（契約保証金）

第４条 ○○○○円（※納付の場合）

秋田県財務規則第１７８条第 号の規定により免除（※免除の場合）

（委託業務の内容等）

第５条 受注者は、発注者の保安規程及び発注者が必要に応じて指示する事項を遵守の

うえ、次に掲げる委託業務を処理するものとする。

(1) 保安規程に定める当該電気工作物の定期的な巡視、点検及び測定・試験は次のと
おり行うものとし、経済産業省令で定める技術基準に適合しない場合又は適合しな

いおそれがある場合は、とるべき措置について発注者に必要な指示又は助言を行う

こと。

① 定期点検（月次点検及び年次点検）

月次点検：需要設備・予備発電装置は月１回

年次点検 年１回
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② 臨時点検 必要の都度

(2) 当該電気工作物の事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがあ
る連絡を発注者から受けた場合において、受注者は現状を確認し、送電停止等必要

な応急措置を発注者に指示するとともに、事故原因の究明に協力し、再発させない

ためのとるべき措置を指示又は助言し、必要に応じ臨時点検を行い、電気事業法第

１０６条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告書の作成及び手続

きの指示を行うこと。

(3) 電気事業法第１０７条に規定する立入検査の立会いを行うこと。
２ 受注者は、発注者に対して前項の業務の状況を書面をもって報告するものとする。

（業務着手届等）

第６条 受注者は、業務の実施に先立って業務着手届及び業務計画書を発注者に提出する

ものとする。

（保安業務担当者）

第７条 受注者は、保安管理業務に従事する資格を有する者から保安業務担当者を指名

し、その氏名及び生年月日並びに主任技術者免状の種類を発注者に通知するものとす

る。また、保安業務担当者を変更したときも同様とする。

（連絡責任者）

第８条 発注者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な事項を

受注者に連絡する連絡責任者を定め、その氏名等を受注者に通知するものとする。ま

た、連絡責任者を変更したときも同様とする。

（秘密の保持）

第９条 受注者は、この委託業務の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならな

い。

（調査等）

第 10 条 発注者は、受注者の委託業務の処理状況について、随時に、調査し、若しくは

必要な報告を求め、又は委託業務の処理に関して受注者に必要な指示を与えることが

できるものとする。

（再委託の禁止）

第 11 条 受注者は、この契約について委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはな

らない。ただし、書面により発注者の承認を得たときはこの限りでない。

（検査）

第 12 条 受注者は、毎月の業務が完了した都度、委託業務の報告書を発注者に提出する

ものとする。

２ 発注者は、前項の報告書を受理したときは、その日から１０日以内に検査を行わな

ければならない。ただし、３月分の検査は、３月３１日に行うものとする。

３ 受注者は、委託期間が満了したときは、遅滞なく、業務完了届を発注者に提出する
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ものとする。

（委託料の支払い）

第 13 条 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することがで

きるものとする。

業 務 履 行 月 支 払 金 額

令和 ８年 ４月 円

令和 ８年 ５月 円

令和 ８年 ６月 円

令和 ８年 ７月 円

令和 ８年 ８月 円

令和 ８年 ９月 円

令和 ８年１０月 円

令和 ８年１１月 円

令和 ８年１２月 円

令和 ９年 １月 円

令和 ９年 ２月 円

令和 ９年 ３月 円

合 計 円

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から３０日以内

に委託料を支払わなければならない。

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査を完了しないとき

は、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間（以

下この項において「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合に

おいて、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定

期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
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（履行遅滞の場合における損害金等）

第 14 条 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了するこ

とができない場合においては、損害金の支払いを受注者に請求することができる。

２ 受注者は、発注者の責めに帰すべき事由により、第１３条第２項の規定による委託料

の支払いが遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年２．５パー

セントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。

（発注者の解除権）

第 15 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除す

ることができるものとする。

(1) その責めに帰すべき事由により、委託期間内に業務が完了しないと明らかに認め
られるとき。

(2) 保安業務担当者を配置しなかったとき。
(3) 前２号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的
を達成することができないと認められるとき。

(4) 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはそ
の役員又はその支店等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項におい

ては同じ｡)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号。以下「暴力団対策法」という｡)第２条第６号に規定する暴力団員（以下こ

の項において「暴力団員」という｡)であると認められるとき。

(5) 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この項におい
て同じ｡)又は暴力団員が、受注者の経営に実質的に関与していると認められるとき。

(6) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を
加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

(7) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな
ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

認められるとき。

(8) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認
められるとき。

(9) 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方が同項前号までのいずれかに該当
することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

(10)同項前号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方として
いた場合（第９号に該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の

解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

２ 発注者は、受注者が第 16 条の規定によらないで契約の解除を申し出たときは、この
契約を解除することができるものとする。

３ 受注者は、第１項又は前項の規定によりこの契約が解除されたときは、委託料の

１０分の１を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。こ

の場合において受注者が契約保証金を納付しているときは、発注者はその契約保証金

を違約金に充当できるものとする。

４ 受注者は、第１項の規定によりこの契約が解除されたときは、発注者にその損失の

補償を請求することができない。
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（受注者の解除権）

第 16 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することが

できるものとする。

(1) 委託業務の内容を変更したため、委託料が３分の１以下に減少したとき。
(2) 委託業務の中止期間が委託期間の２分の１を超えたとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反により委託業務を完了することが不可能にな
ったとき。

（契約の費用）

第 17条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。

（信義則）

第 18 条 発注者及び受注者は、信義に従い誠実にこの契約を履行しなければならない。

（消費税及び地方消費税率が改正された場合の取り扱い）

第 19 条 消費税及び地方消費税率が改正された場合、発注者と受注者は税率の変更によ

る増加額相当分の変更契約について協議する。

（疑義等の決定）

第 20 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、発注者と

受注者が協議して定めるものとする。

この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その１

通を保有するものとする。

令和 年 月 日

発注者 秋田県北秋田市鷹巣字東中岱７６－１

秋田県北秋田地域振興局長 大山 泰 印

受注者 ○○○○


